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○
農
林
水
産
省

環 

境 

省
令
第
一
号 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

第
四
十
二

の
一
部
の
施
行
に
伴

並
び
に
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法

第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
の
二
の
規
定
に

基

並
び
に
同
法
を
実
施

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

 

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日 

農
林
水
産
大
臣 

金
子
原
二
郎 

環
境
大
臣 

山
口 

 

壯 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る

農
林
水
産
省

環 

境 

省
令
第

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
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次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た

当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

を
削

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

新
た
に
追
加

 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 

飼
養
等
の
禁
止
の
適
用
除
外

 

第
二
条 

法
第
四
条
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由

 

 
 

十
八 

昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号

第

三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
に
つ
い
て
食
品
衛
生
法
第
五

十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者

食
用
に
供

特
定

飼
養
等
施
設
と
と
も
に
譲
り
受

当
該
施
設
内
に
お
い
て
保
管
を
す
る

 

十
九
・
二
十 

 

飼
養
等
の
禁
止
の
適
用
除
外

 

第
二
条 

法
第
四
条
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由

 

 
 

十
八 

昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号

第

三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
に
つ
い
て
食
品
衛
生
法
第
五

十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者

食
用
に
供

特
定

飼
養
等
施
設
と
と
も
に
譲
り
受

当
該
施
設
内
に
お
い
て
保
管
を
す
る

も
の
で
あ
る

 

十
九
・
二
十 
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法
第
十
三
条
第
四
項
の
証
明
書
の
様
式

 
第
十
七
条 

法
第
十
三
条
第
四
項
の
証
明
書
の
様
式

様
式
第
四
の
と
お
り

 

法
第
十
三
条
第
三
項
の
証
明
書
の
様
式

 

第
十
七
条 

法
第
十
三
条
第
三
項
の
証
明
書
の
様
式

様
式
第
四
の
と
お
り

 

消
毒
又
は
廃
棄
後
の
通
知

 

第
二
十
九
条
の
二 
主
務
大
臣

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

輸
入
品
等

土
地
若
し
く
は
施
設
を
消
毒
し
た
た
め

当
該
土
地
若
し
く
は
当
該
施
設
を
著
し
く
毀
損
し
た
と
き
又
は
輸
入
品
等
若

し
く
は
施
設
を
廃
棄

所
有

又
は
管
理
す
る
者
に

対
し
て
そ
の
旨
を
通
知
し

者
の
要
求

に
よ
る
証
明
書
を
交
付

 

消
毒
又
は
廃
棄
後
の
通
知

 

第
二
十
九
条
の
二 

主
務
大
臣

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

輸
入
品
等
を
消
毒
し
た
た
め
当
該
輸
入
品
等
を
著
し
く
毀
損
し
た
と
き

又
は
輸
入
品
等
を
廃
棄

所
有

又
は
管
理
す
る
者

に
対
し
て
そ
の
旨
を
通
知

者
の
要
求

様
式
第
五
に
よ
る
証
明
書
を
交
付

 

消
毒
又
は
廃
棄
の
基
準

 

第
二
十
九
条
の
四 

法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
又
は
廃

棄
の
基
準

特
定
外
来
生
物
又
は
未
判
定
外
来
生
物
の
種
類

存

は
混
入
が
確
認
さ
れ
た

土
地
又
は
施
設
の
種
類
に

応

可
能
な
限
り
速

確
実
に
当
該
特
定
外
来
生
物
又
は

未
判
定
外
来
生
物
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
基
準
と
し
て
主
務
大
臣
が
別

に
告
示
で
定

 

消
毒
又
は
廃
棄
の
基
準

 

第
二
十
九
条
の
四 

法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
又
は
廃

棄
の
基
準

特
定
外
来
生
物
又
は
未
判
定
外
来
生
物
の
種
類

付

着
又
は
混
入
が
確
認
さ
れ
た
輸
入
品
等
の
品
目
に
応

可
能
な
限
り
速
や

か

確
実
に
当
該
特
定
外
来
生
物
等
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る

基
準
と
し
て
主
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定

 

の

 

第
三
十
六
条 

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の

大
臣
の
権
限

Lepomismacrochirus

Micropterusdolomieu

及
び

Micropterussalmoides

に
係
る
も
の
を
除

以
下
同

次
に

の

 
第
三
十
六
条 

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の

大
臣
の
権
限

Lepomismacrochirus

Micropterusdolomieu

及
び

Micropterussalmoides

に
係
る
も
の
を
除

以
下
同

ち

次
に
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掲

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
務
大
臣
の
権
限

同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
方
支
分
部
局
の
長
に
委
任

第
三
号

か
ら
第
六
号
ま
で

号

法
第
二
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る

権
限
に
限

び
第
十
九
号
に
掲
げ
る
権
限
に

主
務
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨

 

 
 

五 

法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限 

六 

法
第
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
権
限 

七

十
九 

 

略

 

掲

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
務
大
臣
の
権
限

同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
方
支
分
部
局
の
長
に
委
任

第
三
号

か
ら
第
五
号
ま
で

に
規
定
す
る

権
限
に
限

び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
権
限
に

主
務
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨

 

 
 

新
規

 

五 

法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限 

六

十
八 

 

略
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様
式
第
四

（
第
十
七
条
関
係
）
 

 

 

様
式
第
四
（
第
十
七
条
関
係
）
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様
式
第
五

（
第
二
十
九
条
の
二
関
係
）
 

 

様
式
第
五
（
第
二
十
九
条
の
二
関
係
）
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様
式
第
六

（
第
二
十
九
条
の
三
関
係
）
 

 

 

様
式
第
六
（
第
二
十
九
条
の
三
関
係
）
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附 

則 

 

第
一
条 
こ
の
省
令

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

 

 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の

と
い

使
用
さ
れ
て
い
る
書
類

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式

 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙

当
分
の

こ
れ
を
取
り
繕

使
用
す

 

 


